


  報告第23号 

 

報告第23号 

    

除草作業中の事故による損害賠償額の決定に関する専決処分について 

 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により、除草作業中の事故による損害賠償の額を

決定することについて、令和４年５月30日次のように専決処分した。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められる

おそれのある情報については、掲載しておりません。 101,200円 

   

 

２ 事件の概要 

令和４年４月８日午後３時40分頃、環境局施設部施設課所属の会計年度任用職員が、西

部（中田）埋立場の敷地内において除草作業を行っていた際、草刈機の刃により跳ね飛ば

した石が、当該敷地に隣接する道路を走行中の相手方○○○○氏所有の小型乗用自動車に

当たり、当該車両を破損させ、損害を与えたものである。 

   

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

令和４年６月14日 

 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 
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人的損害 0円 

物的損害 101,200円 

損害額計 101,200円 

市の過失割合 10割 

損害賠償額 101,200円 

 
東区 

中央区 
西区 

早良区 

 

城南区 

西区今津 

福岡市 

事故現場 

南区 

博多区 

海づり公園 

平 面 図 

県道幅員 

7.35m 

事故現場 

位 置 図 

Ｂ 

Ａ ： 作業員（除草作業） 

Ｂ ： 被害車両 

凡 例 

西部（中田）埋立場 

至 西浦 

至 今宿 

Ａ 

コンクリート柵 

県道からの距離 

2.7m 

除草箇所 

（環境局用地） （民地） 
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右側窓ガラス損傷 

 

損 傷 状 況 

（損傷個所拡大） 

除草作業範囲 

飛び石 

現場状況 
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